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モバイル決済モデル推進事業 （H３１新規予算要求）

【実証の内容】

１．QRコード決済（バーコード決済を含む）の実証
・キャッシュレス推進協議会で検討中の標準仕様の実証
・低廉な手数料の実証
・迅速な入金の実証
・加盟店開拓の手法の実証

２．決済データの利活用
・マーケティング
・中小企業の生産性向上
・地域の活性化

３．QRコード決済の普及推進
・公金収納、公共料金収納
・交通機関における利用
・高齢者等への浸透のための活動
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１－１．QRコード決済の実証（概要-素案）

○実証の流れ

① 特定の県で、一定期間（半年程度）を実証期間として設定し、ＱＲコード決済導入の実証を行う

② ＱＲコード決済サービスを提供する決済事業者の参加を募る

（標準仕様に準拠、低廉な手数料で提供、迅速な入金）

③ 実証に参加する決済事業者の決済サービスを導入する店舗の参加を、県庁・商工会議所等を通じて募る

（スーパー・コンビニ等のPOS設置小売事業者と、それ以外の商店街等の小売店舗を想定）

④ ③参加店舗は、②参加決済事業者の決済手段をまとめて実証期間中に導入することを原則とする

⑤ 実証期間のキャッシュレス導入による効果等を検証する

○役割分担

（実証主体） ・ 実証の企画、運営等

＜企画・運営管理・全体とりまとめ、検証内容の調査、店舗用の共通ゲートウェイとの契約＞

（全体監修） ・キャッシュレス推進協議会

（決済事業者） ・ 標準仕様に準拠したＱＲコード決済サービスを提供

・ 低廉な決済手数料で提供

・ 店舗側への迅速な入金

＜改修費等の一部＞

（小売店舗） ・実証に参加する決済事業者の決済サービスを導入

＜スーパー・コンビニ等→POS改修費の一部＞ ＜小売店→端末導入費用＞

（自治体、関係団体） ・ 店舗等に参加を呼びかけ、取りまとめ

・ 期間中のＱＲコード決済のユーザーを増やすための周知広報を展開

＜周知広報費＞
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１－２．QRコード決済の実証（スケジュール（想定））

＜３０年９月～１２月＞

 本WGにおいて実証の内容を検討

 政府予算案の決定

＜３１年２月～３月＞

 総務省において実証主体の公募、決定、契約

（自治体や決済事業者と調整済みであることが条件）

＜３１年４月～７月＞

 実証主体において実施地域、参加決済事業者、参加小売事業者を決定、契約

（小売事業者については県・商工会議所等がとりまとめ）

 決済事業者において標準仕様を実装するためのシステム改修

 POS設置小売事業者においてはPOSの改修

 実証で使用する、店舗側の統一アプリの開発

 希望する小売事業者へのタブレットの貸与

＜３１年８月～３２年１月＞

 実証期間

＜３２年２月～３月＞

 実証結果のとりまとめ
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１－３．QRコード決済の実証（決済事業者側の対応）

（実証への参加条件）

① 標準仕様に準拠

② 低廉な手数料で提供 （過半数の事業者は３％台、当初０％の事業者も ⇒ 基本は１％未満か？）

③ 店舗側への迅速な入金 （多くは月末締め翌月末払い、翌日払いの事業者も ⇒ 店舗側のニーズに応じ、

地銀等と連携して入金までの期間の短縮に取り組む？）

（標準仕様）

 CPM（バーコード） ⇒ 必須

 CPM（QR） ⇒ 必須

 MPM（静的） ⇒ 店舗側のニーズを踏まえ検討（協議会でまとまらない場合もニーズがあれば？）

 MPM（動的） ⇒ 店舗側のニーズを踏まえ検討

※ それぞれの具体的な内容は協議会において検討。

（ブランディング）

 統一アプリの名称は、全国展開を意識してJP or 地域を意識してLP？
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１－４．QRコード決済の実証（小売事業者側の対応）

（契約）

 小売事業者との契約はあくまで実証期間中とするが、その後のサービス継続を円滑にするため何らかの工

夫が必要。

 契約は商工会議所等がとりまとめ、小売事業者と各決済事業者がそれぞれ締結。（小規模小売店の手間

を考慮すれば包括代理契約の選択もあるが、コストを考えれば複数契約が現実的か？小売店の手間と

は？商工会議所等への支援は？加盟店の審査基準？）

 既に特定の事業者の加盟店である場合は、協議会において「加盟店の相互乗り入れ」の方向性で議論が

進んでいることを踏まえ対応。

 手数料は参加条件の範囲で各決済事業者が決定。（特定の事業者の加盟店である場合も、実証期間中は

実証における手数料を適用する？）

 GWは小売事業者の判断を基本とするが、特に希望がない場合は、実証用の共通GWを推奨。共通GWは

各決済事業者と接続しており、追加負担が発生しない者を選定。

（端末）

 POS設置小売事業者においてはPOSの改修が必要。中企庁の軽減税率対応のためのPOS改修補助金

の対象となる小規模事業者（5千万以下、50人以下）はこれを活用。対象外の事業者に対しては改修経費

の一部を支援。

 POS非設置小売事業者においてはタブレット・スマホが必要。希望があればタブレットを貸与（Wi-Fi環境の

整備も？）。

（その他）

 県独自の取組。
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２．決済データの利活用

（マーケティング）

 決済事業者の決済データを利活用することにより、店舗が顧客に対して効果的にマーケティング・商品開発

 希望する実証参加の小売店舗に対して決済事業者が徹底的にコンサル（５店舗程度？）

 どのような内容が可能か次回関係事業者からプレゼン

（中小企業の生産性向上）

 決済事業者の決済データを利活用することにより、効率的な仕入れ・在庫管理等が実現

 オールキャッシュレスやセルフレジ、無人店舗など、QRコード決済を活用した最先端の取組

 希望する実証参加の小売店舗に対して関係事業者が徹底的にコンサル（５店舗程度？）

 どのような内容が可能か次回関係事業者からプレゼン

（地域の活性化）

 地域全体の決済データを集計することにより、地域の消費動向を分析

 希望する実証参加の商工会議所／商工会に対して関係事業者が徹底的にコンサル（１地域程度？）

 どのような内容が可能か次回関係事業者からプレゼン
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３．ＱＲコード決済の普及推進

（公金収納、公共料金収納）

 実証地域で実証期間中に利用可能なＱＲコード決済による収納を調査

 新たなサービスも加え、自治体等と連携しキャンペーンを実施

（交通機関における利用）

 タクシー会社への働きかけ

 公共交通機関（鉄道、バス）との連携？

（高齢者等への浸透のための活動）

 自治体など地域が主催する高齢者向けのイベントにおける使い方講座

 金融機関、携帯ショップ等が主催するイベント等における使い方講座

 マスコミによる周知
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